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   集中護送及び一時留置実施要領について 

 

（概要） 

 本通達は、集中護送及び一時留置の実施に関し必要な事項を定め、適正な運用を図るこ

とを目的として、 

 ○ 集中護送に関すること 

 ○ 一時留置に関すること 

 ○ 事故、事案発生時の措置 

等について定めている。 


